
件 名 埼玉県危機対策本部設置規程について 

提 案 理 由 

 病院事業管理者の廃止に伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令

として、埼玉県危機対策本部設置規程を別紙のとおり制定したいの

で審議願います。 

概 要 

 

１ 規程の内容 

 ⑴ 本部の所掌事務 

  ア 危機に対処するための総合的な基本方針に関すること。 

  イ 被害者の救助、医療救護、防疫、公共施設の復旧等の応 

   急対策に関すること。 

  ウ その他危機の発生の防御又は被害の拡大の防止に関する 

   こと。 

 ⑵ 本部長 

   知事 

 ⑶ 副本部長 

   副知事及び危機管理防災部長 

 ⑷ 本部員 

   公営企業管理者、下水道事業管理者、教育長、警察本部長、 

  知事室長、企画財政部長、総務部長、県民生活部長、環境部 

  長、福祉部長、保健医療部長、産業労働部長、農林部長、県 

  土整備部長、都市整備部長、会計管理者、報道長 

 

２ 制定理由 

  令和３年４月１日付けで、病院事業管理者が廃止されることに 

 伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令を制定する。 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

（総務課） 
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   埼 玉 県 危 機 対 策 本 部 設 置 規 程  

 （ 設 置 ）  
第 一 条  県 民 の 生 命 、 身 体 若 し く は 財 産 に 重 大 な 被 害 を 及 ぼ す 事 故 等 （ 災 害 対 策 基

本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 定 め る 災 害 を 除 く 。 ） 、

県 民 の 生 活 に 重 大 な 被 害 を 及 ぼ す 事 案 又 は 県 の 産 業 若 し く は 経 済 に 重 大 な 被 害 を

及 ぼ す 事 案 （ 以 下 「 危 機 」 と い う 。 ） が 発 生 し た 場 合 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る

場 合 に お い て 、 総 合 的 な 対 策 を 実 施 す る た め 、 埼 玉 県 危 機 対 策 本 部 （ 以 下 「 本 部 」

と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 二 条  本 部 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

 一  危 機 に 対 処 す る た め の 総 合 的 な 基 本 方 針 に 関 す る こ と 。  

 二  被 害 者 の 救 助 、 医 療 救 護 、 防 疫 、 公 共 施 設 の 復 旧 等 の 応 急 対 策 に 関 す る こ と 。 

 三  そ の 他 危 機 の 発 生 の 防 御 又 は 被 害 の 拡 大 の 防 止 に 関 す る こ と 。  

 （ 本 部 長 、 副 本 部 長 及 び 本 部 員 ）  

第 三 条  本 部 に 、 危 機 対 策 本 部 長 （ 以 下 「 本 部 長 」 と い う 。 ） 、 危 機 対 策 副 本 部 長

（ 以 下 「 副 本 部 長 」 と い う 。 ） 及 び 危 機 対 策 本 部 員 （ 以 下 「 本 部 員 」 と い う 。 ）

を 置 く 。  

２  本 部 長 は 、 知 事 と す る 。  

３  本 部 長 は 、 本 部 の 事 務 を 統 括 し 、 本 部 を 代 表 す る 。  

４  副 本 部 長 は 、 副 知 事 及 び 危 機 管 理 防 災 部 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

５  副 本 部 長 は 、 本 部 長 を 補 佐 し 、 本 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 副 本 部 長 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 あ ら か じ め 本 部 長 が 定

め た 順 序 で 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

６  本 部 員 は 、 別 表 第 一 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

７  本 部 員 は 、 本 部 長 の 命 を 受 け 、 本 部 の 事 務 に 従 事 す る 。  

  （ 協 力 要 請 ）  

第 四 条  本 部 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 者 に 対 し 、 協 力

を 要 請 す る も の と す る 。    

 （ 部 ）  

第 五 条  本 部 長 は 、 第 二 条 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 が

あ る と 認 め る と き は 、 本 部 に 別 表 第 三 の 上 欄 に 掲 げ る 部 を 置 き 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 さ せ る こ と が で き る 。  

２  部 に 、 部 長 及 び 副 部 長 を 置 き 、 本 部 員 そ の 他 の 職 員 の う ち か ら 本 部 長 の 指 名 す

る 者 を も っ て 充 て る 。  

2



３  部 長 は 、 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

４  副 部 長 は 、 部 長 を 補 佐 し 、 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 副 部 長 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 あ ら か じ め 部 長 が 定 め た 順 序 で 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 現 地 危 機 対 策 本 部 ）  

第 六 条   本 部 長 は 、 現 地 に お い て 第 二 条 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る

た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 現 地 危 機 対 策 本 部 （ 以 下 「 現 地 本 部 」 と い う 。 ）

を 設 置 す る こ と が で き る 。  

２  現 地 本 部 に 、 現 地 危 機 対 策 本 部 長 （ 以 下 「 現 地 本 部 長 」 と い う 。 ） 、 現 地 危 機

対 策 副 本 部 長 及 び 現 地 危 機 対 策 本 部 員 を 置 き 、 副 本 部 長 、 本 部 員 そ の 他 の 職 員 の

う ち か ら 本 部 長 の 指 名 す る 者 を も っ て 充 て る 。  

３  現 地 本 部 長 は 、 現 地 本 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

 （ 活 動 期 間 等 ）  

第 七 条  本 部 長 は 、 危 機 が 発 生 し た 場 合 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、

当 該 危 機 に 係 る 対 策 を 推 進 す る た め 特 別 の 必 要 が あ る と 認 め る と き に 本 部 を 開 設

し 、 当 該 危 機 が 解 消 し た と 認 め る と き に 閉 鎖 す る も の と す る 。  

 （ 庶 務 担 当 課 ）  

第 八 条  本 部 の 庶 務 は 、 危 機 管 理 防 災 部 危 機 管 理 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 九 条  こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 本 部 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 本 部 長 が  

別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

別 表 第 二 （ 第 四 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

公 営 企 業 管 理 者 、 下 水 道 事 業 管 理 者 、 教 育 長 、 警 察 本 部 長 、 知 事 室 長 、 企 画 財

政 部 長 、 総 務 部 長 、 県 民 生 活 部 長 、 環 境 部 長 、 福 祉 部 長 、 保 健 医 療 部 長 、 産 業

労 働 部 長 、 農 林 部 長 、 県 土 整 備 部 長 、 都 市 整 備 部 長 、 会 計 管 理 者 、 報 道 長  

議 会 事 務 局 長 、 監 査 事 務 局 長 、 人 事 委 員 会 事 務 局 長 、 労 働 委 員 会 事 務 局 長  
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別 表 第 三 （ 第 五 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 道 部  １  報 道 提 供 資 料 の 作 成  

２  報 道 機 関 へ の 対 応  

３  県 民 等 へ の 広 報  

渉 外 部  １  国 等 へ の 要 望  

２  ラ イ フ ラ イ ン 関 係 機 関 等 と の 連 絡 調 整  

応 急 対 策 部  応 急 対 策 の 検 討 及 び 実 施  
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